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1.トンネル維持管理計画策定の背景と目的 

宇城市が管理するトンネルは手場隧道のみであり、建設後５０年以上経

過するトンネルであることから、今後、急速に老朽化が進むなかで適正な

管理が必要となる。 

このような背景から、宇城市では、「トンネル維持管理計画」を策定

し、計画的かつ効率的にトンネルの管理を行い、合理的な維持管理を継続

していくことを目指すものである。 

なお、宇城市小川町に位置する新道隧道については八代市との管理協定

により八代市にて管理をおこなっている(Ｒ８．３月現在) 

２.トンネルの現状と課題 

2.1 管理道路の現状 

(1)管理延長とトンネル延長  

道路区分 管理延長 トンネル延長 トンネル数 

１級市道 ８８．８ｋｍ － － 

２級市道 ９１．９ｋｍ － － 

その他市道 ８４７．５ｋｍ ０．０３５ｋｍ １ 

計 １０２８．２ｋｍ ０．０３５ｋｍ １ 

2.2 管理トンネルの現状 

健全度区分 トンネル延長 トンネル数 

Ⅰ 健全 －ｋｍ － 

Ⅱ 予防保全段階 ０．０３５ｋｍ １ 

Ⅲ 早期措置段階 －ｋｍ － 

Ⅳ 緊急措置段階 －ｋｍ － 

※トンネル一覧（附帯設備を含む）一覧は巻末に添付 

３．トンネルの維持管理の基本的な考え方 

3.1 トンネル管理の基本方針 

トンネルの維持管理計画の策定にあたっては、定期点検及び近接目視点

検等の診断結果を踏まえた適切な措置を行うことで、第三者等への被害を
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発生させず、安全で合理的な管理を目指す。 

3.2 管理基準 

3.3 点検方法・点検頻度 

別途策定した「宇城市トンネル点検要領(案)」等を参考にし、５年に１度

以上の定期点検を実施することにより、トンネル変状の状態を客観的に記

録し、トンネル部材の性能低下への影響度について、総合的に評価（健全度

評価）する。 

 

3.4 費用縮減の基本方針 

従来の損傷が深刻化して大規模な修繕を実施する事後保全型から定期的

に点検を実施して損傷が深刻化する前に修繕を実施する予防保全での対応

にシフトすることを目指し、費用縮減を図ります。また、点検の際にはトン

ネル1箇所に対して、新技術を活用することにより、令和10年度までに従

来技術を活用した場合と比較して約0.3百万円のコスト縮減を目指します。 

 現在管理しているトンネルの利用は日常的にあり、主な代替路もなく、集

約撤去は不可である。しかし、今後交通量の著しい減や代替路ができた場合

等は、集約・撤去及び路線、トンネルの廃止が可能かを検討し費用の縮減を

図ります。 

3.5 補修・補強工法の選定 

  変状の要因を踏まえ適切な補修・補強工法を選定する。また、設計の際

には新技術・新工法の採用を検討し費用削減を図ります。 

 

ひび割れ 表面劣化 傾き・沈下・変形 漏水 
覆工厚不足・ 

   背面空洞 

健全度○ 健全度○ 健全度○ 健全度○ 健全度○ 

管理区分 定義 

計
画
的
対
応 

予防保全型 

（健全度Ⅰ，Ⅱ） 

定期的な点検により施設状態を把握し、損傷が軽微な段階で小規模な補修を

行う等、予防的に適切な対策を実施する。 

事後保全型 

（健全度Ⅲ） 

定期的な点検・パトロールにより施設状態を把握し、劣化損傷がある程度進行し

た（限界水準を下回る前の）段階で補修・更新等の対策を実施する。 

事後保全型 

（健全度Ⅳ） 

パトロールにより施設状態を把握し、施設の限界水準を下回り、機能を発揮でき

なくなった状態を確認した段階で更新等を実施する。 
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要因例 概 要 

１ 外力作用 

緩み土圧、塑性土

圧、偏土圧、地滑り 

等 

・ 背面地山からの荷重作用により、トンネルに発生する変状。 

・ 変状に進展性があり、将来的にトンネルの崩落に繋がる可能性。 

・ 劣化予測が可能（計画的な対策が可能）。 

２ 材料劣化 
中 性 化 、 塩 害 、

ASR、有害水 等 

・ 塩害や ASR などの理由で経年的に変状が進展していくもの。 

・ 変状の進展程度に応じて、適切な対策工法は異なる。 

・ 劣化予測が可能（計画的な対策が可能）。 

３ 初期劣化 

・施工方法 

乾燥収縮、コールド

ジョイント、温度変化 

等 

・ 主に使用材料や施工条件・方法に起因する変状。 

・ 施工時または施工後の数ヶ月の間に発生することが多く、その後に

進展性が見られないことが多い。 

４ その他 
漏水、火災、車両等

の衝突 等 

・ 漏水や火災、車両等の衝突等、突発的に発生する。 

・ 発生の予測が困難（計画的な対策は困難）。 

 

変状要因と対策工法選定の目安 
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４．トンネル対策の優先度 

 

 

 

 

５．計画期間 

 ・当該計画の計画期間は１０年とする。 

６．トンネルの状態、対策内容、実施時期 

6.1 診断結果 

・令和４年度に点検したトンネルの診断結果は以下のとおりである。 

 

健全度 

道路区分 

健全度Ⅰ 健全度Ⅱ 健全度Ⅲ 健全度Ⅳ 

１級市道 － － － － 

２級市道 － － － － 

その他市道 － 1 － － 

6.2 対策内容と実施時期 

 ・別添資料のとおり 

早急な対策 計画的な対策 緊急的な対策 対策の緊急性 

トンネルの重要度 高⇔低 

対策実施優先度 高 低 

 

Ⅳ 健全度ランク Ⅱ , Ⅰ 

高⇔低 

損傷のしやすさ 高⇔低  高⇔低 

Ⅲ 


